
 
 

 

加盟店の行為が原因であ
るか否か判断困難

  

2013.10.16　

　一般社団法人日本クレジット協会（加盟店情報交換センター）は、割賦販売法で認定された
クレジット業界の自主規制団体として、同法に基づき、加盟店の悪質な行為によるお客様の被
害を防止するために必要な情報を会員（クレジット会社）間で共同利用しています。
　このほど、更なる消費者利益の保護を図るため、加盟店情報交換制度において、お客様からの
申出について、登録の対象を拡大することといたしました。
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利用者からの申出に対する登録イメージ


